
イ ンクル ー シブ教 育 の理 論 お よび起 源 に関 す る研 究
一1970年 代以降のイギ リスを中心に 一

A Study of the Theory and Origin of Inclusive Education 

         — Focusing on England after the 1970's —

水 野 和 代

Kazuyo Mizuno

要 旨:

本 論 文 の 目的 は、 今 日の 障 害児 教 育 政 策 の 潮流 とな って い る 「イ ンク ル ー シ ブ教 育 」 の理 論 お

よ び 起 源 を 明 らか に す る こ とで あ る。 そ して、 そ の た め に、 イ ン クル ー シ ブ教 育 の先 導 的役 割 を

果 た して い るイ ギ リス の1970年 代 以 降 の展 開 を 中心 に、 世 界 的 な動 向 を、 政 治 や経 済 とい った社

会 的 要 因 との 関 係 を 踏 ま え、 分析 ・考 察 す る。

本 論 文 で は、 まず 、 イ ンク ル ー シ ブ教 育 の 源 で あ る 「イ ンク ル ー ジ ョ ン(lnclusion)」 お よ び

政 策 分 野 に お け る 「ソ ー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョン(Social Inclusion)」 、 「ソ ー シ ャル ・エ ッ

ク ス ク ル ー ジ ョン(Social Exclusion)」 と は何 か を分 析 す る。 ま た、 障 害 児 教 育 政 策 の 発 展 過

程 に お け るイ ン クル ー ジ ョンの位 置 づ け を 明 らか に し、 イ ン クル ー シ ブ教 育 の世 界 的 な動 向 に つ

い て 考 察 す る。

そ の 結 果 、EUや イ ギ リス な ど のEU加 盟 国 で は、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンに対 処 す

る戦 略 と して 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが そ の 中心 的 な対 応 策 とさ れ て お り、 二 つ は対 を

成 す 概 念 で あ る こ とが 明 らか に な った。 そ の背 景 に は、 政 策 主 体 の社 会 を ど う統 合 し、 安 定 さ せ

て い くか とい う戦 略 が 隠 され て い るの で あ る。

ま た 、 イ ン クル ー シ ブ教 育 は、 ノー マ ライ ゼ ー シ ョンに端 を発 す る世 界 的 な動 向 の影 響 と前 段

階 で あ るイ ンテ グ レー シ ョンを経 て 発展 した だ け で は な く、 他 方 で ソー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー

ジ ョ ンに 出 自を 持 ち な が ら、 複 合 的 な社 会 的要 因 との 関係 の 中 で生 み 出 さ れ、 教 育 政 策 と して結

実 す るに 至 った こ とが 明 らか に な った。

そ して、 イ ンクル ー シ ブ教 育 の根 底 に は、 ソー シ ャル ・エ ッ クス ク ル ー ジ ョ ンへ の 闘 いが あ り、

差 別 で はな く、 差異 を承 認 し、 包 摂 す る通 常 教 育 の 改革 とイ ン クル ー シ ブな社 会 の実 現 が あ る こ

とが わ か った とい え る。
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は じめ に

　 世 界 的 に 見 て 、 近代 以 前 、 障 害児 は収 容 や保 護 の対 象 で あ り、 教 育 を受 け る対 象 とは見 な さ れ

て こな か った とい え る1。 公 教 育 制 度 が 確 立 して い く中 で、 よ うや く教 育 の対 象 と され たが 、 障

害 児 に対 す る教 育 は、 義 務 教 育 に組 み込 ま れ て か ら も一 貫 して、 普 通 教 育 とは別 の枠 組 み と して

位 置 づ け られ 、 処 遇 され て き た の で あ る2。 近 年 、 時代 の 変 化 に対 応 して、 こ う した枠 組 み を転

換 しよ う とす る動 きが活 発 とな り、 イ ン クル ー シ ブ教 育 の展 開 とい う新 しい動 向 が、 世 界 の 障害

児 教 育 政 策 の 潮 流 とな って い る。

　 そ の 流 れ の 象 徴 とな って い るの が、1994年6月7日 か ら10日 ま で、 ス ペ イ ンの サ ラマ ンカ で ユ ネ

ス コ　(UNESCO:United　 Nations　 Educational,　 Scientific　and　 Cultural　 Organization)と

ス ペ イ ン政 府 の共 催 で 開催 され た 「特 別 な ニ ー ズ教 育 に関 す る世 界 大 会(World　 Conference　 on

Special　 Needs　 Education)」 で あ る。 世 界92力 国 、25の 国 際 団 体 か ら300名 以 上 が 参 加 し、 「特

別 な 教 育 的 ニ ー ズ(Special　 Educational　 Needs:SEN)」 の あ る子 ど も達 の教 育 につ いて 議 論

した の で あ る。 そ の結 果 、 「特 別 な ニ ー ズ教 育 に お け る原 則 、 政 策 、 実 践 に 関 す るサ ラ マ ンカ声

明 な ら び に 行 動 大 綱(The　 Salamanca　 Statement　 on　 Principles,　 Policy　 and　 Practice　 in

Special　 Needs　 Education　 and　 Framework　 for　Action)(以 下 、 「サ ラマ ンカ声 明 」)」が 採 択

され て い る。

　 そ の 根底 に あ る もの は、 イ ン クル ー ジ ョンの原 則 で あ り、 学 校 か ら排 除 さ れ る傾 向 に あ る子 ど

もに 焦点 を 当 て 、 多様 な ニ ー ズ を持 つ す べ て の子 ど もを社 会 や教 育 の 中 へ包 摂 す る こ とを 目標 に

して い る。 イ ン クル ー シ ブ教 育 は、 す べ て の 子 ど もの 差 異 と多 様 性 、 「特 別 な教 育 的 ニ ー ズ」 を

尊 重 しつ つ 、学 習 活動 へ の参 加 を平 等 に保 障 し、 子 ど もの発 達 を最 大 に す る た め の通 常 学 校 教 育

の 改 革 で あ る とい え る3。

　 「特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ」 の あ る子 ど も とは、 障害 は もち ろ ん の こ と、 学 習 困難 、 言 語 ・文 化 的

な 背 景 や 貧 困 な ど、 様 々 な 理 由か ら学 校 で学 ぶ の が 困 難 な子 ど もの こ とを 指 して い る。 「特 別 な

ニ ー ズ 教 育」 の 理 念 は、 従来 の 障 害 児教 育 と通 常 教 育 とい う二 分 法 的 な教 育 対 応 で は な く、 子 ど

もの も って い る特 別 な教 育 的 ニ ー ズ に対 応 した ケ ア ・サ ー ビス の保 障 を子 ど もの 固有 の権 利 と し

て 承 認 し、 子 ど もの能 力 と発達 保 障 を促 進 す る こ とを意 味 して い るの で あ る4。

　 イ ギ リス5は 、 世 界 で 最 初 に特 別 な ニ ー ズ教 育 を制 度 化 した 国 で あ り、 第 二 次 世 界 大 戦 後 の 障

害 児 教 育 全 般 の 見 直 しを 図 る こ とを 目 的 と して ま と め られ た 「障 害 児 者 教 育 調 査 委 員 会 報 告 書

(Report　 of　the　Committee　 of　Enquiry　 into　the　Education　 of　Handicapped　 Children　 and

Young　 People,　 Cmnd.7212)」 と そ の 内 容 を 一 部 法 制 化 した 「1981年 教 育 法(Education　 Act

1981)」 は、 「サ ラマ ン カ声 明 」 の基 盤 とな って い る。 な お、 「障 害 児 者 教 育 調 査 委 員 会 報 告 書 」

は メ ア リ ー ・ウ ォ ー ノ ッ ク　 (Warnock,　 M.)委 員 長 の 名 前 を 取 り、 「ウ ォ ー ノ ッ ク 報 告

(Warnock　 Report)」 と一 般 的 に呼 ば れ て お り、 本 論 文 で は、 以 下 、 「ウ ォー ノ ッ ク報 告 」 と し



て 表 記 す る こ とに す る。

　 同 報 告 は、 旧 来 の 医学 的 ・心 理 学 的 な 障 害 カ テ ゴ リー を撤 廃 し、 障害 とは別 の要 因 に よ る学 習

困 難 も対 象 に加 え た 「特 別 な教 育 的 ニ ーズ」 とい う新 概 念 を導 入 して い る。 障 害 の有 無 で は な く、

子 ど もが 何 を 必要 と し、 そ れ に対 して何 を提 供 す るべ きで あ るの か を第 一 に考 え た上 で、 適 切 な

教 育 を行 うべ きだ と主 張 して い る。 教 育 に お い て、 主 体 者 で あ る子 ど も達 に最 も利 益 が もた らさ

れ るよ うな 視 点 に 立 ち、 考 え方 が述 べ られ て い るの で あ る。 子 ど もを取 り巻 く環 境 や学 校 教 育 が

変 わ るべ きで あ る こ とを再 認 識 さ せ て くれ る報 告 で あ り、 そ こに イ ン クル ー シ ブ教 育 の理 念 と原

点 が あ る とい え る。

　 ま た 、1997年 に は労 働 党 の 緑書6(Green　 Paper)「 す べ て の子 ど もに卓 越 性 を:特 別 な教 育 的

ニ ー ズ へ の 対 応(Excellence　 for　all　Children:Meeting　 Special　 Educational　 Needs)』 に

お いて 、 イ ンク ル ー シ ブ教 育 の 原 則 を採 用 し、2001年 に は 「特 別 な教 育 的 ニ ー ズ お よ び障 害 法

(Special　 Educational　 Needs　 and　 Disability　 Act　 2001)」 に お い て 法 制 化 さ れ、 イ ンク ル ー シ

ブ教 育 の 実 効 性 はよ り確 か な もの に な って い る。

　 そ して 、 世 界 的 に見 て も、2006年12月 、 第61回 国 連 総 会 で 採 択 さ れ た 「障 害 者 権 利 条 約

(Convention　 on　the　 Rights　 of　Persons　 with　 Disabilities)」 で は イ ンク ル ー ジ ョ ンを差 別 撤

廃 、 人権 保 障 の た め の基 本理 念 の一 つ で あ る と し、 第24条 の 「教 育 」 に お い て も障害 の あ る子 ど

もの 教 育 はイ ン クル ー シ ブ教 育 を基 本 とす る こ とが 明確 に さ れ て い る7。

　 本 論 文 で は、 以上 述 べ て きた こ とを踏 ま え、 な ぜ イ ン クル ー ジ ョンお よ び イ ンク ル ー シ ブ教 育

の理 論 が生 まれ 、世 界 の 障害 児 教 育 政 策 の潮 流 と な っ たの か とい う疑 問 に対 す る答 え を導 き 出 し、

明 らか に した い と考 え る。 ま た、 日本 に お け る これ らの理 論 に 関 す る先 行 研 究 は、 社 会 福 祉 政 策

の 分 野 と障 害 児 教 育 政策 の分 野 に お い て、 各 々 の視 点 か ら、 内容 の指 摘 や検 討 を して い る研 究 が

多 く、 両 分 野 の 関 係性 に着 目 した研 究 は ほ とん どな か った とい え る。 そ こで、 本 論 文 で は、 外 国

文 献 も活 用 しな が ら、 両 分 野 の 関係 性 に も踏 み込 ん で分 析 した い と考 え る。

1.ソ ー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ ンか ら ソ ー シ ャル ・イ ン ク ル ー ジ ョンへ

1-1.イ ンク ル ー ジ ョンと は何 か

　 「イ ン クル ー ジ ョン」 とい う言 葉 は 「包 摂 」 を意 味 し、 今 日で は世 界 的 に、 政 策 の用 語 、 そ し

て各 国 の政 策 目標 と して使 用 され て い る。清 水 貞 夫(2007)は 、 「障 害児 教 育 に お け るイ ンクル ー

ジ ョ ンの 登場 は、 社 会福 祉 や社 会 政 策 分 野 で の 『ソー シ ャル ・エ ッ クス ク ル ー ジ ョ ン(社 会 的排

除)』 へ の 闘 い で あ る 『ソ ー シ ャル ・イ ンク ル ー ジ ョン(社 会 的 包 摂)』 と深 く結 び つ い て い る。8」

と指 摘 して お り、 ソー シ ャル ・エ ック ス クル ー ジ ョンへ の対 応策 と して 、 ソー シャル ・イ ンクル ー

ジ ョ ンが生 起 して きた こ とが理 解 で き る。 つ ま り、 イ ン クル ー ジ ョンは単 に そ の前 段 階 とい わ れ

て い るイ ンテ グ レー シ ョンか ら発展 した だ け で は な く、 他 方 で ソー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ



ンに 出 自を 持 ち な が ら、 政治 ・経 済 ・教 育 に 関 わ る時代 的 な諸 潮 流 の合 流 に よ り生 み 出 さ れ た も

の で あ る とい え る9。

ま た 、 オ ッペ ンヘ イ ム(Oppenheim,C.)(1998)は 、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンの

定 義 と して 、 「社 会 の主 流 か ら離 され るか 孤 立 して、 経 済 的 、 社 会 的 、 政 治 的、 文 化 的 生 活 に効

果 的 に 参加 で きず 、個 人 や集 団 が社 会 資本 の生 産 と配 分 とい う社 会 の主 た る メ カ ニ ズ ム か ら孤 立

して い くプ ロセ ス で あ り、 労 働 市 場 、 非 公式 の ネ ッ トワー ク、 そ して 国 とい う主 た る メ カ ニ ズ ム

の 中 で 、一 つ か そ れ以 上 、 孤 立 して い る状 態 の こ とを指 す。10」と して い る。 そ して、 そ の解 決 策

と して 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンを取 り上 げ て い る。

同 様 に 、岩 田正 美(2008)は ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンに つ い て 「主 要 な社 会 関係 か

ら特 定 の 人 々 を 閉 め 出 す構 造 か ら生 み 出 さ れ た現 代 の社 会 問題 を説 明 し、 これ を 阻止 して 『社 会

的 包 摂 』 を 実 現 しよ う とす る政 策 の新 しい言 葉11」 だ と定 義 付 け て い る。 「社 会 的包 摂 」、 つ ま り

ソ ー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョ ンと は、 吉 原 美 那 子(2005)が 説 明 して い る よ う に、 「社 会 的 排 除

の 対 象 を 明 確 に し、二 項 対 立 化 した単 純 な議 論 は避 け て多 次 元 的 な 問題 構 造 を把 握 し、 指 標 を設

けた 上 で 、 排 除 さ れ た 人 々 の ニ ー ズ に合 った 支 援 を 行 い、 社 会 に参 加 させ 包 摂 す る12」 と い う概

念 で あ る。

以 上 の こ とか ら、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョン と ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョ ンは、 対

を 成 す概 念 で あ る と捉 え る こ とが で き る。 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョン とい う社 会 問題 を

解 決 す るた め に 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが そ れ に対 応 す る政 策 の重 要 な理 念 と して登 場

した の で あ る。

1-2.EUの 政 策 にお け るイ ン クル ー ジ ョン

「イ ン クル ー ジ ョ ン」 と い う言 葉 が 注 目 され る よ う に な った の は、EU(EuropeanUnion:

欧 州 連 合)を 中心 と した 政策 の用 語 と して使 用 さ れ、 定 着 した こ とに よ る。1980年 代 に入 り、 市

場 主 義 と新 自由主 義 を基 調 と した グ ロー バ リゼ ー シ ョン化 が進 む 中 で、 欧州 で は、 以 前 とは異 な

る ア フ リカ系 お よ び イ ス ラ ム教 の宗 教 的背 景 を 持 つ 労 働 者 が 流 入 す る13。流 入 した 労 働 者 は正 規

雇 用 市場 の 周 辺 で 貧 困層 を形 成 し、 経 済 活動 、 教 育 、 医療 、 人 との つ な が りか らの 「排 除」 な ど

が 、 世 代 を超 え て 子 ど もに連 鎖 す る状 況 が生 ま れ た の で あ る14。

事 の 発 端 は、EU加 盟 国 の フ ラ ンス で 表 面 化 した 問題 ま で 遡 る こ とが で き る。1980年 代 の フ ラ

ンス で は、移 民二 世 や三 世 とい わ れ る若 者 の失 業 が 問題 とな って い た。 彼 らは、 労 働 市 場 か ら排

除 され て い るだ けで はな く、 労 働 組 合 な どの正 当 な代 表 団体 に属 して政 治 的 に発 言 して い く途 か

ら も排 除 され て い た の で あ る15。ま さ に ソ ー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ ンの 起 源 と な っ たの は、

この フ ラ ンス で お きた 「排 除」 とい う問題 で あ った の で あ る。 こ う した状 況 に対 して主 張 さ れ た

の が 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンで あ る。



この 「ソー シャル ・イ ン クル ー ジ ョ ン」 とい う言 葉 は、 欧州 に広 が り、 経 済 統 合 だ け で は な く、

さ らに 社 会 統 合 を 目指 すEUに よ って 積 極 的 に取 り入 れ られ 、EUの 中 で ソー シ ャル ・エ ック ス ク

ル ー ジ ョン と ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョン とい う対 語 に変 化 し、 次 第 に加 盟 国 の政 策 の キ ー ・

コ ンセ プ トとな って い った の で あ る16。 ソ ー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンへ の 闘 い は、 国 に よ

り差 異 を 持 ち な が ら、 社 会正 義 や平 等 の実 現 を 目指 す先 進 諸 国 の共 通 した政 策 目標 に な って い く

の で あ る17。

EUで は 、1988年 フ ラ ン ス社 会 党 出 身 の ドロー ル(Delors,J.)欧 州 委 員 会 委 員 長 の も とで 社

会 的 排 除 に つ い て の 議 論 が 開 始 さ れ て い る18。1997年 の 「ア ム ス テ ル ダ ム 条 約(Treatyof

Amsterdam)19」 で は、 障 害 を理 由 に した差 別 を含 め て 、 非 差 別 条 項 が 設 け られ る と と も に、

「高 水 準 の 雇 用 の 継 続 と社 会 的排 除 の撲 滅 の た め の人 的 資 源 の 開 発 」 が 、 明確 な 目標 に掲 げ られ

て い る20。そ して 、2000年 の リス ボ ン欧 州 理 事 会(EUサ ミ ッ ト)で 、 来 る十 年 間 に お け るEUの

「社 会 的結 束 を 伴 う持 続 可 能 な経 済 成 長 」 と い う新 た な 目標 を 実 現 す る一 つ の手 段 と して 、 社 会

的 排 除 と の闘 い の 欧州 モ デル が 構 築 さ れ る こ と にな っ た の で あ る21。 この こ とか ら も、 ソ ー シ ャ

ル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ ンと の闘 い が、 確 実 にEUそ して 各 国 の 政 策 に浸 透 して い る こ とが わ か

る。

教 育 に関 して は、1995年 の 欧 州 委 員 会 白書 の 中 で 、 「包 摂 的 な 学 習 社 会 の構 築 」 が 提 言 さ れ て

お り、 そ こで は、 若者 に対 す る幅広 い知 識 と雇 用 の た め の教 育 お よ び訓 練 を行 い、 学 校 と企 業 間

の 連 携 を 図 る こ とや 不利 な 条件 に お か れ た人 々 に対 し、 平 等 に教 育 権 を与 え る こ とが指 摘 さ れ て

い る22。

ソ ー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンに は多 様 な 定 義 が あ る が、EUの 定 義 は非 常 に包 括 的 な も

の で あ り、EUの 政 策 に 積 極 的 に 取 り入 れ られ て い る 。 パ ー シ ー ス ミス(Percy-Smith,J.)

(2000)は 、EUの 文 書 を用 いて 、 「社 会 的 排 除 は、 現 代 社 会 の 普 通 の交 換 、 実 践 や 権 利 か ら排 除

され る人 々 を生 み 出 す よ うな 複 合 的 で変 化 す る要 素 を意 味 して い る。 貧 困 は も っ と も明 らか な要

素 の 一 つ で あ るが 、社 会 的排 除 は ま た、 住 宅、 教 育 、 健 康 、 そ して サ ー ビス へ の ア ク セ ス の権 利

の 不 適 切 さを も意 味 す る。 そ れ は個 人 や集 団、 特 に都 市 や地 方 で、 場 合 に よ って は差 別 あ る い は

隔 離 され る人 々 に影 響 を お よ ぼ す。 そ して、 そ れ は社 会 の構 造 基 盤 の弱 さ と、 二 重 構 造 社 会 の定

着 を 認 め て しま うよ うな リス ク と強 く関 わ って い る。 委 員 会 は、 社 会 的排 除 を宿 命 的 な もの と し

て 受 容 す る こ とに 断 固反 対 し、 す べ て のEU市 民 が人 間 の 尊 厳 を 尊 重 さ れ る とい う権 利 を有 して

い る こ と を信 じて い る。23」と説 明 して い る。 つ ま り、EUは 、 ソ ー シ ャル ・エ ッ ク ス ク ル ー ジ ョ

ンとい う言 葉 を 活 用 し、 そ こか ら対 の概 念 で あ る ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンを導 き出 し、 委

員会 の キ ー ・コ ンセプ トと して い った ので あ る。 それ は、 社 会統 合 を 目指 す上 で は格 好 の アイ デ ィ

アで あ り、加 盟 国 の結 束 を 強 め る上 で、 有 用 だ った と考 え られ る。

しか し、 バ ラ(Bhalla,A.S,)と ラ ペ ー ル(Lapeyre,F.)(2005)が 指 摘 して い る よ う に、



EUが ソ ー シ ャル ・エ ック ス クル ー ジ ョ ン とい う言 葉 を使 った の は、 政 治 的 な背 景 と して 、 「貧 困 」

とい う言 葉 の使 用 に つ い て 、EUの 加 盟 国 が 留 保 を示 した こ とが 挙 げ られ、 貧 困 の 概 念 よ り も排

除 とい う概 念 の方 が、 実 際 に生 じて い る構 造 的 な社 会 的懸 案 問題 を 際立 た せ る度 合 い が低 い か ら

無 難 で あ る とみ な され た こ とが 明 らか に な って い る24。

社 会 的 排 除 と貧 困 の 関係 に つ い て、 吉 原(2005)は 、 「社 会 的 排 除 の 根 源 は貧 困 に あ る。 だ が 、

こ こで 問題 に す る貧 困 と は、 発展 途 上 国 に お け る貧 困 で は な く、 先 進 国 の新 しい概 念 の も とで の

貧 困 で あ る。 資 本 主 義 社 会 が 発 達 し変 化 す る につ れ 、 物 質 的 な貧 困 か ら貧 困 の文 化(cultureof

poverty)、 つ ま り諸 権 利 の 剥 奪(deprivation)へ 、 そ して 自 らが 望 む と望 ま ざ る に関 わ らず 社

会 的 に 排 除 され る とい った状 況 が生 ず る。25」と指 摘 して お り、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ

ンの 根 源 に は 「貧 困」 が あ る こ とを見 逃 す こ とは で きな い。 つ ま り、 この こ とは、 解 決 す べ き問

題 の 本 質 は 「貧 困」 に対 す る政策 を ど う構 築 す るか で あ った とい う こ とを示 唆 して い る。

つ ま り、EUは 、 意 図 的 に、 戦 略 と して 「貧 困 」 とい う言 葉 を 使 う こ とを避 け、 それ に代 わ る

言 葉 と して ソ ー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンを 使 用 した の で あ る。 こ の点 に つ い て は、 岩 田

(2008)が 、 「も と も と社 会 的 排 除 と い う言 葉 が 、 そ の生 ま れ故 郷 の フ ラ ンス で もEUや そ の加 盟

国 に お い て も、 社 会 政策 担 当者 た ち の政 策 推 進 の言 葉 と して使 わ れ て きた の で、 そ れ が何 を意 味

す るか を 明 確 にす る こ とを わ ざ と避 け て きた ふ しが あ る。26」と指 摘 して い る通 り、 「貧 困 」 と い

う言 葉 を避 け るな ど、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンの本 質 に つ い て一 貫 した説 明 に欠 け、

明 確 な 定 義 が され て い な い とい え る。 そ の理 論 の 曖 昧 さ ゆ え、 政 策 主 体 の そ の 時 々 の政 策 的意 図

に 合 わ せ て 、 臨機 応変 に対 応 す る こ とが可 能 で あ り、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ン と ソー

シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンの 用語 は 多用 な意 味 に使 わ れ て きた の で あ る。 この こ とか ら、 問題 の

本 質 か ら 目を そ らす た め に ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンを用 い た とい う戦 略 を垣 間 見 る こ

とが で き る。

以 上 の よ うに、EUや そ の加 盟 国 で は、 ソ ー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ ン に対 処 す る戦 略 と

して 、 ソ ー シ ャル ・イ ンク ル ー ジ ョ ンが そ の 中 心 的 な対 応 策 と され て い る。EUが 先 導 的 な役 割

を 果 た しな が ら、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンへ の 闘 い と して、 ソー シ ャル ・イ ンク ル ー

ジ ョ ンは生 ま れ た の で あ る。 つ ま り、 政 策 と して の イ ン クル ー ジ ョンは、 新 自由主 義 が生 み 出 し

た 社 会 的 に 排 除 され た人 々 の増 加 に よ って生 起 す る多様 な 問題 へ の対 応 策 と して登 場 して お り、

そ の 背 景 に は政 策主 体 の社 会 を ど う統 合 し、 安 定 さ せ て い くか とい う戦 略 が 隠 さ れ て い る の で あ

る。

1-3.イ ギ リス の政 策 に お け る イ ンク ル ー ジ ョン

イ ギ リス は、EU加 盟 国 で あ り、 ソ ー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョ ン政 策 を積 極 的 に推 進 して い る

国 だ とい え る。 イ ギ リス に お け る社 会 的排 除 を め ぐ る議 論 の火 付 け役 は、 トニ ー ・ブ レア率 い る



「新 労 働 党」 で あ り、1994年 に ブ レア が労 働 党 の党 首 とな って か ら、1997年 の選 挙 で政 権 に つ く

ま で の 問 、 フ ェ ビ ア ン協 会、 公 共 政 策 研 究 所 な どの労 働 党 系 シ ン ク タ ンク は、 サ ッチ ャー政 権 以

降 の 保守 党 政権 時 代 に深 刻 化 した イ ギ リス社 会 の貧 困 や不 平 等 の現 状 とそ の克 服 に 関 わ る政 策 構

想 を 提 言 して い た27。 そ の 中 で浮 上 して き た キ ー ワー ドが ソ ー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョ ンで

あ り、 これ に対 抗 す るた め の ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが新 労 働 党 の政 策 の重 要 な側 面 を形

成 す る こ とに な った の で あ る28。

加 え て 、EUの 政 策 と の整 合 性 や ブ レア政 権 に お け る 「第 三 の 道 」 を志 向 した 政 策 策 定 が 影 響

を 及 ぼ し、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョン政策 は実 行 さ れ て い った と考 え られ る。 労 働 党 の政 策

は、EUの 政 策 と足 並 み を揃 え なが ら、 推 進 され て い っ たの で あ る。

政 策 の 実行 を 確 か な もの とす るた め に、1997年12月 、 ブ レア労 働 党 政 権 に よ り、 内 閣府 に社 会

的 排 除 と闘 う特 別 機 関 で あ る 「社 会 的 排 除 問題 対 策 室(SocialExclusionUnit:SEU)」 が 設

置 され て い る。 ブ レア は、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンに つ い て 「失 業 、 低 い ス キ ル、 低

収 入 、 貧 しい住 宅 、 犯 罪 率 の 高 い環 境 、 不 健 康 、 家 庭 崩 壊 な ど の互 い に 関係 した 問題 が組 み合 わ

さ る こ とに よ って 、 個 人 あ るい は地 域 が苦 しめ られ て い る時 に、 生 じる もの を表 した簡 略 な ラベ

ル で あ る。29」と定 義 して い る。 この定 義 に お け る 「簡 略 な ラベ ル」 とい う表 現 か ら もわ か る よ う

に 、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンに つ い て の 明確 な定 義 が な さ れ ず、 曖 昧 な表 現 に留 ま っ

て い る こ とが わ か る。 前 項 で述 べ た通 り、 明確 な定 義 が さ れ て い な い こ とは、 イ ギ リス も例 外 で

はな く、EUに も共 通 して い る こ とで あ る。

と もあ れ 、 ブ レア労 働 党 政権 に お い て、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンの概 念 が積 極 的 に

取 り入 れ られ 、 伝 統 的 な 貧 困 研 究 の蓄 積 を 背 景 に、 実 証 的 研 究 が進 め られ て い る30。 そ の こと に

よ り、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが推 進 さ れ て い った こ とは評 価 で き る。 そ れ ゆ え、 そ の一

側 面 で あ るイ ン クル ー シ ブ教 育 が 発展 す る土 壌 が イ ギ リス に あ った こ とは、 看 過 で き な い事 実 で

あ る。 しか し、 今 後 は、 曖 昧 な表 現 によ って、 ソー シ ャル ・エ ック ス クル ー ジ ョンお よ び ソ ー シ ャ

ル ・イ ン クル ー ジ ョンを定 義 す るの で は な く、 そ の理 論 の構 造 を 明 らか に し、 一 貫 性 の あ る理 論

構 築 を して い く必要 が あ る。

な お 、 イ ギ リス の ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンに 関 す る先 行 研 究 に は、 先 に挙 げ た オ ッ

ペ ンヘ イ ム(1998)や パ ー シー ス ミス(2000)ら の もの が あ り、 批 判 を含 め、 言 葉 の定 義 や イ ギ

リス の 政 策 に 関 す る実 証 的研 究 が な され て い る。 特 に、 オ ッペ ンヘ イ ム の属 す る公 共 政 策 研 究 所

は、 イ ギ リス とEUが 直 面 す る多 様 な 問 題 に関 す る調 査 ・研 究 を して お り、 そ の 内 容 は示 唆 に富

む と考 え られ るた め、 さ らに検 討 を重 ね た上 で、 稿 を 改 め て論 じ る こ とに す る。

2.障 害 児 教 育 政 策 に お け る イ ン ク ル ー ジ ョ ン

前 節 で 述 べ た 通 り、 イ ン クル ー ジ ョンは、 複 合 的 な社 会 的要 因 の 関係 の 中 で生 み 出 さ れ、 ソー



シ ャル ・エ ックス クル ー ジ ョンか ら ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンへ の流 れ の 中 で発 展 して きた

こ とが理 解 で き る。 ソー シ ャル ・イ ンクル ー ジ ョ ンが 各 国 の政 策 目標 と な って い った状 況 の下 で 、

社 会 ・教 育 の主 流 に位 置 つ か な い 障 害児 や学 校 教 育 か ら様 々 な理 由 で排 除 さ れ た子 ど も達 が ソー

シ ャル ・イ ンク ル ー ジ ョ ンの 対 象 と して認 識 され た の で あ る31。 こ の よ うに、 教 育 の 場 に お け る

イ ンクル ー ジ ョンが、 イ ン クル ー シ ブ教 育 で あ る とい え る。

教 育 政 策 に お け る 「イ ン クル ー ジ ョン」 とい う言 葉 は、1990年 代 半 ば に、 イ ンテ グ レー シ ョ ン

(Integration)に 取 って代 わ る障 害 児 教 育 政 策 の 用 語 と して 、 イ ギ リス、 ア メ リカ、 カ ナ ダ で定

着 して い る32。教 育 に お け る イ ン クル ー ジ ョ ン、 つ ま りイ ンクル ー シブ教 育 は、 今 日 の障 害 児 教

育 政 策 の 潮 流 とな って い るが、 そ の前 段 階 と して位 置 づ け られ て い るイ ンテ グ レー シ ョ ン と混 同

され て 使 用 され る こ とが 多 い た め、 両 者 の違 い は何 で あ り、 ど の よ うに発 展 して きた の か を 明 ら

か に す る必要 が あ る。

この 点 に つ い て 、 荒川(2008)は 「イ ンテ グ レー シ ョン とは 障害 の あ る子 ど もを対 象 に して、

一 般 教 育 の 中 で 特 別 な教 育 を施 す こ とで あ るの に対 し
、 イ ン クル ー シ ブ教 育 は、 学 校 か ら排 除 さ

れ る(お そ れ の あ る)子 ど もに焦 点 を 当 て つ つ、 多 様 な ニ ー ズ を もつ す べ て の子 ど もを対 象 に し

て い ま す。33」と定 義 し、 「イ ンク ル ー シブ教 育 は、 「分 離 か統 合 か』 とい う枠 組 み で何 か決 ま った

形 態 を論 じる もの で はな く、 特 定 の個 人 ・集 団 を排 除 せ ず学 習 活 動 へ の参 加 を平 等 に保 障 す る こ

とを め ざす 、 学 校 教 育 全 体 の 改 革 の プ ロセ ス と され る34」 こ とを 指 摘 して い る。 つ ま り、 イ ンク

ル ー シ ブ教 育 は、 子 ど もが学 校 に適 応 す る こ とを求 め るの で は な く、 す べ て の子 ど もを包 摂 す る

た め に 、学 校 の 変革 を 目指 して い るの で あ る。

1960年 代 以 降 、 欧米 諸 国 で イ ンテ グ レー シ ョンの主 張 や実 践 が本 格 的 に な り、1980年 代 に は 障

害 児 教 育 の 中 心 的 な理 念 とな る が、 そ の背 景 に は、 ノ ー マ リゼ ー シ ョ ン(Normalization)の 思

想 が あ り、 北 欧 諸 国 で は早 くか らイ ンテ グ レー シ ョ ンが 議 論 さ れ、 政 策 に移 さ れ て い る35。ノ ー

マ リゼ ー シ ョンの 理念 に基 づ けば、 障 害 の あ る子 ど も と障害 の な い子 ど もが共 に学 ぶ こ とは 当然

の こ とで あ り、 そ の考 え方 は、 教 育 に お け る統 合化 、 す な わ ち イ ンテ グ レー シ ョンに通 じる。 他

の 欧 米諸 国 で も、 障 害者 の施 設収 容 の実 態 へ の批 判 と、 そ れ ま で 「教 育 不 可 能 」 とさ れ た重 度 障

害 児 の発 達 的 な変 化 の確 認 か ら、 「教 育 不 可 能 な 子 ど もは い な い」 とい う考 え方 が 広 が り始 め る36。

イ ギ リス で は、 「1970年 教 育 法(EducationAct1970)」 に よ って、 就 学 免 除 が廃 止 され 、 重

度 障 害 児 の 教 育 も保 障 され るよ うに な って い る。 同様 に、 ア メ リカ で は、1975年 に 「全 障害 児 教

育 法(EducationforAllHandicappedChildrenActof1975:P.L.94-142)37」 が 制 定 され 、

「最 も制 約 の少 な い環 境(Leastrestrictiveenvironment)」 とい う、 障害 の あ る子 ど も も可 能

な 限 り最 大 限 、 障 害 の な い子 ど も と共 に教 育 しな け れ ば な らな い とす る イ ンテ グ レー シ ョ ンに 直

結 した 原 則 の下 で 、 障 害 の あ る子 ど もを通 常 の教 育 環 境 に近 づ け、 そ の教 育 の場 は、 盲 ・聾 ・特

別 学 校 や特 別学 級 か ら通常 学 級 と リソー ス ル ー ム に よ る指 導 へ と移 行 して い る。 この よ うに、 障



害 を理 由 に した選 別 は是 正 さ れ、 通 常 学 校 ・通 常 学 級 にお いて も、 障 害 児 の 権 利 とい う観 点 か ら、

特 別 な ケ ア ・サ ー ビス の施 策 が な さ れ、 イ ンテ グ レー シ ョンは推 進 さ れ て い くの で あ る。 ノ ー マ

リゼ ー シ ョンの 理 念 が、 イ ンテ グ レー シ ョンの実 践 に影 響 を与 え、 障害 児 教 育 政 策 は進 展 し、 そ

の 後 、 イ ン クル ー シ ブ教 育 へ と結 実 す るの で あ る。

　 そ して 、 この よ うな 流 れ の 中 で、 従 来 の 障害 児 教 育 の在 り方 を根 幹 か ら揺 る が す こ とに な った

の が 、 イ ギ リス に お け る1978年 の 「ウ ォー ノ ッ ク報 告 」 で あ る。 同報 告 は、 「1981年 教 育 法 」 に

よ り、世 界 で 最 初 に 「特 別 な ニ ー ズ教 育 」 と して制 度 化 さ れ た の と同 時 に、 世 界 の 障害 児 教 育 に

多 大 な影 響 を与 え 、1994年 の 「サ ラマ ンカ声 明」 の基 盤 とな って い る。 そ して、2006年 の 「障害

者 権 利 条約 」 に お い て、 イ ン クル ー ジ ョンは基 本 理 念 の一 つ とな り、 障害 の あ る子 ど もの教 育 は

イ ンクル ー シ ブ教 育 を基 本 とす る こ とが 明確 に さ れ て い くの で あ る。

3.イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 の 世 界 的 な 動 向

　 前 節 で は、 障 害 児教 育 政策 を 中心 と した、 教 育 に お け るイ ン クル ー ジ ョンが、 イ ンク ル ー シブ

教 育 で あ る こ とが 明 らか に な った。 ま た、 ノー マ リゼ ー シ ョンの理 念 が、 イ ンテ グ レー シ ョ ンの

実 践 に影 響 を与 え 、 障 害 児教 育政 策 が進 展 した こ とが理 解 で き る。 この よ うな流 れ の 中 で、 世 界

的 な 規 模 で 障 害 児 教 育 の 改革 が行 わ れ て い った の で あ る。

　 国 連 に お け る取 り組 み と して は 、1924年 の 「子 ど も の権 利 に 関 す る ジュ ネ ー ブ宣 言(Geneva

Declaration　 of　the　Rights　 of　the　Child　 of　1924)」 が 採 択 さ れ、 障 害 児 の権 利 に も人 々 の意

識 が 向 け られ る よ うに な った 。 「ジ ュ ネ ー ブ宣 言 」 で は、 子 ど も に対 して、 身 体 的 に も、 精 神 的

に も、 正 当 な 発 達 の た め に必 要 な あ らゆ る手 段 が講 じ られ、 病 気 の あ る子 ど もは治 療 を受 け、 発

達 に 遅 れ の あ る子 ど も は援 護 され な け れ ば な らな い と して い る。

　 1948年 に は 「世 界 人権 宣 言(Universal　 Declaration　 of　Human　 Rights)」 が あ り、 障害 者 が

一 人 の 人 間 と して 初 め て認 め られ
、 権 利 を保 障 さ れ て い る。 そ れ は、1975年 の 「障害 者 権 利 宣 言

(Declaration　 on　the　Rights　 of　Disabled　 Persons)」 に お い て、 具 体 的 に明 示 され 、 障 害 者 は

「同年 齢 の 周 囲 の 人 々 と同 一 の基 本 的権 利 を有 す る」 こ とや 、 彼 らの能 力 や技 術 を 発 達 させ 、 社

会 へ の 統 合 を 促 進 す る教 育 ・職 業 教 育 ・訓 練 とい った サ ー ビス を受 け る権 利 が あ る こ とが宣 言 さ

れ て い る38。

　 この 宣 言 は、1981年 の 「国 際 障 害 者 年(International　 Year　 of　Disabled　 Persons)」 へ つ な

が って い くの で あ る。 「国 際 障 害 者 年 」 で は、 「完 全 参 加 と平 等 」 とい うス ロー ガ ンが掲 げ られ、

一 般 の 人 々 も障 害 者 の 権 利 に対 す る認 識 を 深 め て い る
。 それ は、1982年 「世 界 行 動 計 画(World

Programme　 of　Action　 Concerning　 Disabled　 Persons)」 に お い て 具 体 化 さ れ 、1983年 か ら

1992年 の 「国 連 ・障害 者 の十 年(United　 Nations　 Decade　 of　Disabled　 Persons)」 の 中 で 、 世

界 各 国 で 障 害者 の権 利 拡 大 と具体 的 な施 策 が展 開 さ れ、 追 求 さ れ て い る。



　 1990年 、 タイ の ジ ョム テ ィエ ンに お い て 開催 さ れ た 「万 人 の基 礎 的 な学 習 ニ ー ズ を満 た す た め

の 教 育 に 関 す る世 界 会議(World　 Conference　 on　Education　 for　All　Meeting　 Basic　 Learning

Needs)」 が採 択 した 「万人 の ため の教 育 世 界宣 言(World　 Declaration　 on　Education　 for　All)」

お よ び 「基 礎 的 な学 習 ニ ー ズ を満 た す た め の行 動 の枠 組 み(Framework　 for　Action　 to　Meet

Basic　 Learning　 Needs)」 で は、 第3条 第5項 に お い て 、 「障 害 者 の 学 習 ニ ー ズ に は特 別 な配 慮

が 必 要 で あ る。 教 育 シス テ ム の 不可 欠 な部 分 と して、 あ らゆ るカ テ ゴ リー の 障害 者 に等 し く教 育

の 権 利 が 与 え られ るよ うな 手 段 が 講 じ られ る必 要 が あ る。39」と規 定 され て い る。 国 連 は、 「障害

者 の 十年 」 の 最 終年 に 「万 人 の た め の社 会」 を ス ロー ガ ン と して掲 げ、 障害 者 の機 会 均 等 化 を強

調 して い る。

　 この よ うな 流 れ は、1993年 「障害 者 の機 会 均 等 化 に 関 す る基 準 規 則(The　 Standard　 Rules　 on

the　Equalization　 of　Opportunities　 for　Persons　 with　 Disabilities)」 の制 定 に結 実 す る。 「基

準 規 則 」 の規 則6の 「教 育 条 項 」 で は、 「少 な く と も、 障 害 の あ る子 ど も は障 害 の な い子 ど も と

同 等 の 教 育 的 資 源 を与 え られ るべ きで あ る。 政 府 は、 通 常 教 育 へ の特 別 教 育 の段 階 的 な全 体 的統

合 を 目指 す べ きで あ る。40」と規定 さ れ て い る。

　 「基準 規 則」 が制 定 され た 翌年 、1994年 、 ス ペ イ ンの サ ラマ ンカ で ユ ネ ス コ とス ペ イ ン政 府 の

共 催 で 「特 別 な ニ ー ズ教 育 に関 す る世 界 大 会 」 が 開 催 され 、 そ の結 果 、 「サ ラマ ン カ声 明 」 が採

択 され て い る。 先 に述 べ た通 り、 イ ギ リス の 「ウ ォー ノ ッ ク報 告 」 を基 盤 と して作 成 さ れ た もの

で あ る。 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンか ら ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンへ の潮 流 の表 れ

が 「サ ラマ ンカ 声 明」 で あ り、 そ れ は、 イ ン クル ー シ ブ教 育 の実 現 を各 国 に求 め た もの で あ る。

「ウ ォー ノ ッ ク報 告 」 と と もに、 障 害 児 教 育 の新 局 面 を 切 り開 い た とい う点 で積 極 的 に評 価 で き

る。

　 「サ ラマ ンカ 声 明」 は、 イ ン クル ー シ ブ教 育 を推 進 す る こ とを 明示 し、 「特 別 な教 育 的 ニ ー ズ」

の あ る子 ど もを学 校教 育 に 包摂 す るイ ン クル ー シ ブな学 校 の創 設 を提 唱 して い る。 つ ま り、 学 校

は様 々 な ニ ー ズ が あ る子 ど も達 を受 け入 れ、 教 育 し、 そ れ が で き るよ うに通 常 学 校 の環 境 を整 備

す る こ とが 求 め られ て い るの で あ る。

　 「サ ラマ ンカ 声 明」 で は次 の点 が 明言 され て い る。

「我 々 は以下 を 信 じ、 か つ宣 言 す る。

　 ・　 す べ て の子 ど も は教 育 を受 け る基 本 的権 利 が あ り、 また、 受 容 で き る学 習 レベ ル に到 達 し、

　 　 か つ 維 持 す る機 会 が与 え られ な け れ ば な らず、

　 ・　 す べ て の 子 ど も は、 独 自の性 格 、 関心 、 能 力、 学 習 の ニ ー ズ を持 って お り、

　 ・　 教 育 シス テ ム は こ う した 多様 な特 性 や ニ ー ズ を考 慮 に入 れ て、 計 画 さ れ た教 育 プ ログ ラム

　 　 が 実 行 され な けれ ば な らず、

　 ・　 特 別 な 教 育 的 ニ ー ズ が あ る子 ど もは、 そ の ニ ー ズ に見 合 った児 童 中心 の教 育 方 法 の 中 で調



整 す る、 通常 学 校 に ア クセ ス しな け れ ば な らず、

・ この イ ン クル ー シ ブ志 向 を持 つ通 常 学 校 こそ、 差 別 的態 度 と闘 い、 す べ て の人 を喜 ん で受

け入 れ る地域 社 会 を作 り上 げ、 イ ン クル ー シ ブな社 会 を築 き上 げ、 万 人 の た め の教 育 を達 成

す る最 も有 効 な手 段 で あ り、 さ らに そ れ らは、 大 多数 の子 ど も達 に効 果 的 な教 育 を提 供 し、

全 教 育 シス テ ムの効 率 を 高 め、 最 終 的 に費 用 対 効 果 が高 い もの とす る。41」

これ は、 障 害 児 に 限 らず、 貧 困 や病 気 、 不登 校 、 様 々 な 「特 別 な教 育 的 ニ ー ズ」 の あ る子 ど も

も可 能 な 限 り、 通常 学 校 に お い て学 ぶ べ きで あ り、 そ の教 育 こそ が差 別 や偏 見 を減 ら し、 仲 間 と

して 、共 に生 きて い く社 会 を創 る礎 に な る とい う こ とを意 味 して い る。 イ ン クル ー ジ ョ ンが実 現

す る社 会(InclusiveSociety)は 一 部 の人 々 を排 除 す る の で は な く、 社 会 の 中 で共 に生 きる社 会

で あ る。 そ の よ うな社 会 を 目指 す た め に も、 イ ン クル ー シ ブ教 育 が実 践 さ れ る必 要 が あ る こ とを

「サ ラ マ ンカ 声 明」 は示 唆 して い るの で あ る。 この よ うに、 イ ンクル ー シ ブ教 育 の根 底 に は、 ソー

シ ャル ・エ ックス クル ー ジ ョンへ の 闘 い が あ り、 差 別 で は な く差 異 を承 認 し、 包 摂 す る通 常 教 育

の 改 革 とイ ン クル ー シ ブな社 会 の実 現 が あ る。

そ の後 、2001年 に国 連総 会 に お いて 「障 害者 権 利 条 約 」 が 発議 され、 第24条 「教育 条 項 」 で は、

第1項 に お い て 、 障 害者 の基 本 的人 権 や 自由、 発 達 、 社 会 参 加 を保 障 す る こ とを志 向 す る と同 時

に 、 障 害者 の 教 育権 を承 認 し、 平 等 を基 礎 と して イ ン クル ー シ ブな教 育 を確 保 す る こ とを規 定 し

て い る42。つ ま り、 障 害 を理 由 と して 、 教 育 か ら排 除 して は な らな いの で あ る。

2006年12月 、 第61回 国連 総 会 は、 この 「障 害 者 権 利 条 約 」 を採 択 して い る。 「教 育 条 項 」 の 中

心 とな って い るの はイ ン クル ー シ ブ教 育 の理 念 で あ り、 子 ど もの もつ特 別 な教 育 的 ニ ー ズ に対 応

した 教 育 とな るよ うに、 本格 的 な 改革 が求 め られ て い る。 さ らに、 条 約 の 中 に盛 り込 ま れ た合 理

的 配 慮 の概 念 は、 イ ン クル ー シ ブな教 育 で あ る こ とを根 底 に、 施 設 ・設 備 とい った物 理 的環 境 の

調 整 、 教 授 法 や コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン方 法 に対 す る配 慮 や 支 援 を各 国 の 教 育 制 度 に求 め て い る43。

つ ま り、 各 国 は、 教 育 に お い て、 障 害 児者 に対 す る特 別 な支 援 と合 理 的配 慮 を推 進 しな くて は な

らな い の で あ る。

国 連 に お け る 「障 害者 権 利 条約 」 成 文 化 へ の取 り組 み は、 障害 者 の権 利 を認 め る 国 際 的 な合 意

とい う極 め て 歴 史 的 な 出来 事 で あ る とい え る44。イ ギ リスで は、2009年6月 に す で に 「障害 者 権 利

条約 」 は批 准 され て い るが、 日本 は2007年9月 に署 名 した もの の、 ま だ批 准 は して お らず、 今 後 、

条 約 批 准 の た め の 国 内 法 の 整備 が必 要 に な る と考 え られ る。

以 上 の よ うに、 「教 育 か らの排 除」 へ の闘 い で あ る イ ン クル ー シブ教 育 は、 今 後 の 世 界 的 な 障

害 児 教 育 の キ ー ・コ ンセ プ トとな って い く と考 え られ る。

お わ り に

政 策 と して の イ ン クル ー ジ ョンは、 新 自由主 義 が生 み 出 した社 会 的 に排 除 さ れ た人 々 の増 加 に



よ って 生 起 す る多 様 な 問 題 へ の対 応 策 と して 登 場 した と い え る。EUが 先 導 的 な 役 割 を果 た しな

が ら、 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョンへ の 闘 い と して、 ソー シ ャル ・イ ンク ル ー ジ ョ ンは生

ま れ た の で あ る。EUや イ ギ リス な ど のEU加 盟 国 で は、 ソー シ ャル ・エ ック ス ク ル ー ジ ョ ンに対

処 す る戦 略 と して 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが そ の 中心 的 な対 応 策 とさ れ て い る。

ま た 、 ソー シ ャル ・イ ン クル ー ジ ョンが登 場 す る背 景 に は、 政 策 主 体 の社 会 を ど う統 合 し、 安

定 させ て い くか とい う戦 略 が 隠 さ れ て い る。 ソー シ ャル ・エ ッ クス クル ー ジ ョン と ソー シ ャル ・

イ ンクル ー ジ ョンの 用語 は、 そ の理 論 の 曖 昧 さ ゆ え、 政 策 主 体 の そ の 時 々 の政 策 的意 図 に合 わ せ

て 、 臨機 応 変 に対 応 す る こ とが可 能 で あ り、 多用 な意 味 に使 わ れ て きた とい え る。 しか し、 今 後

は、 そ の 理論 の構 造 を 明 らか に し、 一 貫 性 の あ る理 論 構 築 を して い く必 要 が あ る と考 え る。

そ して 、 教 育 に お け る 「イ ン クル ー ジ ョン」 を意 味 す るイ ン クル ー シ ブ教 育 は、 社 会 ・教 育 の

主 流 に 位 置 つ か な い 障 害児 や学 校 教 育 か ら様 々 な理 由 で排 除 さ れ た子 ど も達 を対 象 と して、 発 展

して きた とい え る。 イ ン クル ー シブ教 育 の根 底 に は、 社 会 的排 除 との闘 いが あ り、差 別 で は な く、

差 異 を承 認 し、 包 摂 す る通 常 教 育 の 改 革 とイ ンク ル ー シ ブ な社 会 の 実 現 が あ る。 世 界 的 に も、

2006年 の 「障 害者 権 利 条約 」 に お い て、 イ ン クル ー シ ブ教 育 を基 本 とす る こ とが 明確 に さ れ て お

り、 イ ギ リス で は、 既 に イ ン クル ー シ ブ教 育 の原 則 が採 用 さ れ、 実 践 段 階 に入 って い る。

他 方 、 日本 も世 界 的 な動 向 の 影 響 に よ り、2006年 、 「学 校 教 育 法 」 改 正 時 の 審 議 で イ ンク ル ー

ジ ョ ンの 国 際 的動 向 を 踏 ま え る とい う附帯 決 議 が な さ れ て い る45。ま た、 「サ ラマ ンカ声 明」 とイ

ンク ル ー シ ブ教 育 の理 念 を流 れ に汲 み、2007年 か ら本 格 的 に 開始 され た 日本 の 特 別 支 援 教 育 は

「一 人 一 人 の教 育 的 ニ ー ズ に応 じて 特 別 の教 育 的 支 援 を行 う46」 と し、 対 象 児 童 の拡 大 を 明言 して

い る。 しか し、 従 来 の盲 ・聾 ・養 護 学 校 お よ び特 殊 学 級 の子 ど も達 に加 え て、 通 常 学 級 に在 籍 し

て い る 学 習 障 害(LearningDisabilities)、 注 意 欠 陥 ・多 動 性 障 害(Attention-Dificit/

HyperactivityDisorder)、 高 機 能 自閉 症(High-FunctioningAutism)、 ア ス ペ ル ガ ー症 候 群

(AspergerSyndrome)の 子 ど もが 新 た な 対 象 に な っ た だ け で あ り、 そ れ 以 外 の 子 ど も は、 特

別 な 教 育 的 ニ ー ズ が あ った と して も、 そ の対 象 で は な い の で あ る。 そ の意 味 で は、 対 象 が ま だ 限

定 的 だ とい え る。 ま た、 通常 学 級 に い る障 害児 が実 際 に適 切 な支 援 を受 け て い るか とい え ば、 そ

うで はな く、特 別 支援 教 育 支援 員47の 配 置 につ いて も地 域 格 差 が 生 じて い る48。結 果 と して、 通 常

学 級 か ら特 別 支援 学 級 に移 る こ とを余 儀 な くさ れ、 従 来 の別 学 体 制 は変 わ って い な い の で あ る。

日本 政 府 は、 「障 害 者 権 利 条 約 」 に2007年9月 に署 名 し、 そ の 批 准 を視 野 に入 れ 、 ま さ に イ ン

クル ー シ ブ教 育 を 国 内 で どの よ うに整 備 して い くか考 え て い か な け れ ば な らな い段 階 に あ る。 今

後 、 日本 の学 校 教 育制 度 が 障 害 を理 由 と した別 学 体 制 か ら、 障害 が あ ろ う と も一 人 の子 ど も と し

て 尊 重 され る共 学 体制 へ と転 換 して い く こ とは 明確 で あ り、 通 常 学 級 に在 籍 して い る 障害 児 を ど

の よ うに 支援 して い くか、 大 きな課 題 に な って い く と考 え られ る。 障害 を理 由 に教 育 か ら排 除 さ

れ るの で は な く、 差異 を承 認 し、 包 摂 す る通 常 教 育 の改 革 が、 今 ま さ に求 め られ て い る ので あ る。
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